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　平成27年４月１日から施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、自
治体の長は教育の振興に関する施策の大綱を定めることとなりました。
　市では、本年３月17日に開催された第２回中野市総合教育会議において、市長と教育委員が協議を行
い、教育に関する総合的な施策の「中野市教育大綱」を策定しました。
　期間は、第２次中野市総合計画との整合性を図るため、平成28年度から平成33年度までの６年間としま
した。概要は次のとおりです。

中
野
市
立
小
学
校
及
び
中
学
校
適
正
規
模
等

　詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。

中野市教育大綱を策定しました教育

問い合わせ先 学校教育課総務係　☎（３８）３１１２（内線８２０６）

　
昨
年
開
催
し
ま
し
た
市
民
説
明
会
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
お
よ
び
保
護
者
懇
談

会
で
は
、
多
く
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
教

育
環
境
を
第
一
に
考
え
、
皆
さ
ま
の
ご
意

見
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
と
お
り

「
基
本
方
針
（
案
）
の
見
直
し
の
考
え
方
」

を
ま
と
め
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
基

本
方
針
の
見
直
し
案
を
お
示
し
し
、
市
民

説
明
会
を
開
催
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
基
本
的
に
は
基
本
方
針
（
案
）
ど
お
り

と
す
る
が
、
市
民
説
明
会
、
保
護
者
懇

談
会
の
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
、
次
の
と

お
り
一
部
見
直
し
を
行
う
。

①
高
社
、
豊
田
の
各
中
学
校
区
に
つ
い
て

は
方
針
ど
お
り
統
合
す
る
こ
と
と
し
、

高
社
中
学
校
区
、
豊
田
中
学
校
区
の
順

に
統
合
を
進
め
る
。
ま
た
、
当
面
は
、

小
中
連
携
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
、

将
来
的
に
は
小
中
一
貫
校
を
目
指
す
。

②
南
宮
中
学
校
区
の
う
ち
日
野
小
と
延
徳

小
は
、
全
学
年
が
単
級
で
あ
る
が
、
日

野
小
の
今
後
の
児
童
数
の
推
移
を
見
守

り
、
ひ
と
桁
の
学
年
が
複
数
と
な
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
状
況
に
な
っ
た
と
き

に
、
改
め
て
検
討
を
行
う
。

ふるさとへの愛着と
豊かな社会性を
身に付ける教育の推進

　１　「信州なかの」ふるさと学習の推進　　　　２　地域が支え地域に学ぶ生涯学習の推進
　３　時代に対応した魅力ある学校教育の推進　　４　夢をもち、未来にはばたくキャリア教育の推進
　５　豊かな心、健やかな体、確かな学力を向上させるため、安心して学べる教育環境の充実

基
本
方
針（
案
）の
見
直
し
の
考
え
方
に
つ
い
て

内
容

日
程
（
予
定
）

基
本
方
針
の
決
定

９
月

（
仮
称
）統
合
準
備
委
員
会

（
設
計
を
含
む
）を
設
置
し

（
高
社
・
豊
田
）課
題
検
討

平
成
２９
年
１
月
～

平
成
31
年
３
月

整
備
改
修
（
平
岡
小
）

平
成
31
年
度

統
合
小
開
校

平
成
3２
年
４
月

整
備
改
修
（
豊
田
中
）

平
成
3２
年
度

統
合
小
開
校

平
成
33
年
４
月

対
象

日
程
（
予
定
）

市
議
会
へ
の
説
明

４
月

市
民
の
皆
さ
ま
へ
の
説
明
５
月
～
６
月

③
中
野
平
中
学
校
区
の
う
ち
平
野
小
は
、

全
学
年
が
複
数
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
、
高

丘
小
は
全
学
年
が
単
級
で
あ
る
た
め
、

高
丘
小
の
今
後
の
児
童
数
の
推
移
を
見

守
り
、
集
団
で
の
学
習
な
ど
、
学
校
運

営
で
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
状
況
に
な
っ
た
と
き
に
、
改
め
て
検

討
を
行
う
。

○
基
本
方
針
見
直
し
案
の
説
明

基
本
方
針
（
案
）
の
見
直
し
の
考
え
方

今
後
の
予
定
に
つ
い
て

　
な
お
、
市
民
説
明
会
で
皆
さ
ま
の
ご

理
解
が
得
ら
れ
た
場
合
は
、
次
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
で
進
め
る
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
総
務
係

☎
�
３
１
１
２
（
内
線
８
２
０
６
）

学校

◆基本理念 ◆目指す子ども達の姿
ひと・もの・ことと関わり
ながら学び合い、支え合い、
未来を切り拓くたくましい
子ども

◆５つの柱
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【
縦
覧
制
度
】

　
縦
覧
帳
簿
に
記
載
さ
れ

て
い
る
他
人
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
を
公
開
す
る

こ
と
で
、
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
自
己

の
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
が
適

正
か
ど
う
か
を
比
較
で
き
る
制
度
で
す
。

（
帳
簿
の
複
写
は
で
き
ま
せ
ん
。）

縦
覧
で
き
る
期
間
　
５
月
２
日
㈪
ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
3０

分
～
午
後
５
時
15
分

縦
覧
で
き
る
方
　
固
定
資
産
税
の
納
税
義

務
者
。
な
お
、土
地
の
納
税
義
務
者
は「
土

地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」、
家
屋
の
納
税
義

務
者
は「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」、土
地
・

家
屋
の
納
税
義
務
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿

を
縦
覧
で
き
ま
す
。

縦
覧
で
き
る
内
容
　

①
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、地
番
、

地
目
、
地
積
、
価
格

②
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、
家
屋

番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
価
格

縦
覧
に
必
要
な
も
の

①
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、
運
転

免
許
証
や
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

②
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
の
代
理
人
の

方
は
、
納
税
義
務
者
の
委
任
状
お
よ
び

代
理
人
の
運
転
免
許
証
や
保
険
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明

書

閲
覧
が
で
き
ま
す

資産税
固定

【
閲
覧
制
度
】

　
納
税
義
務
者
が
、
固
定
資
産
税
台
帳
に

記
載
さ
れ
た
自
己
資
産
の
内
容
を
確
認
で

き
る
制
度
で
す
。
ま
た
、
借
地
人
、
借
家

人
の
方
も
借
用
物
件
の
課
税
台
帳
の
閲
覧

が
で
き
ま
す
。

閲
覧
で
き
る
期
間
　
平
成
29
年
３
月
31
日

㈮
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
）
午
前
８
時
3０
分
～
午
後
５
時
15
分

閲
覧
で
き
る
方
　
固
定
資
産
税
の
納
税
義

務
者
、
借
地
・
借
家
人
、
破
産
管
財
人
な

ど
固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利
の
あ
る
方

閲
覧
に
必
要
な
も
の

①
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、
運
転

免
許
証
や
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

②
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
の
代
理
人
の

方
は
、
納
税
義
務
者
の
委
任
状
お
よ
び

代
理
人
の
運
転
免
許
証
や
保
険
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

③
借
地
・
借
家
人
は
、
賃
貸
借
契
約
書
お

よ
び
運
転
免
許
証
や
保
険
証
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

④
相
続
人
は
、
戸
籍
謄
本
な
ど
相
続
関
係

が
分
か
る
も
の
お
よ
び
運
転
免
許
証
や

保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

の
身
分
証
明
書

●
縦
覧
・
閲
覧
手
数
料
　
無
料

●
縦
覧
・
閲
覧
場
所
　
税
務
課
ま
た
は
豊

　
田
支
所
地
域
振
興
課

問
い
合
わ
せ
先
　

税
務
課
資
産
係
　

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
６
）

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
市
税
は
、
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行

う
た
め
の
財
源
と
し
て
、
所
得
や
資
産
な

ど
の
状
況
に
応
じ
、
皆
さ
ん
に
公
平
に
負

担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
、
平
成
28
年
度
の
市
税
が
順

次
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
今
月
号
に
挟
み
込

ん
で
あ
る
「
平
成
28
年
度
中
野
市
市
税
公

共
料
金
納
付
計
画
表
」
を
毎
月
の
納
付
計

画
に
お
役
立
て
い
た
だ
き
、
納
期
内
納
付

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
期
内
に
納
付
し
て
い
た
だ
け

な
い
場
合
は
、
納
付
し
て
い
た
だ
い
た
方

と
の
不
公
平
を
な
く
し
、
税
負
担
の
公
平

性
を
確
保
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る

ほ
か
、
市
で
は
次
の
よ
う
な
滞
納
整
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◆
督
促
状
の
送
達

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
い
た
だ
け
な

い
場
合
は
、
納
期
限
後
2０
日
以
内
に
督
促

状
を
発
送
し
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、督
促
手
数
料
（
１
０
０
円
）

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

◆
延
滞
金
の
加
算

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
納
付
に
な
る
ま

で
の
間
、
本
税
の
ほ
か
に
延
滞
金
が
法
律

に
定
め
ら
れ
た
割
合
で
加
算
さ
れ
て
い
き

ま
す
。

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

税金

◆
滞
納
処
分
（
財
産
の
差
し
押
さ
え
）

　
自
主
納
付
い
た
だ
け
ず
に
市
税
が
滞
納

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
滞

納
者
の
各
種
財
産
を
調
査
し
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
に
よ
り
強
制
徴
収
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
市
は
、
長
野
県
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

と
協
力
し
、
滞
納
者
の
預
貯
金
、
給
与
、

動
産
、
不
動
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
を

行
っ
て
い
ま
す
。
差
し
押
さ
え
た
動
産
や

不
動
産
は
公
売
に
よ
り
売
却
し
て
い
ま
す
。

○
便
利
な
「
口
座
振
替
」

　
市
税
の
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
に
、
便

利
で
安
心
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

取
扱
金
融
機
関

　
㈱
八
十
二
銀
行
、
中
野
市
農
業
協
同
組

合
、
北
信
州
み
ゆ
き
農
業
協
同
組
合
、
長

野
信
用
金
庫
、
㈱
長
野
銀
行
、
長
野
県
信

用
組
合
、
長
野
県
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
（
長
野
県
・
新
潟
県
内
に
限
る
）

○
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　
納
期
限
内
の
納
付
で
あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
市
税
の
納
付
が
で

き
ま
す
。（
合
計
金
額
3０
万
円
ま
で
）

　
24
時
間
、
土
・
日
・
祝
日
で
も
納
付
が

で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
納
税
相
談
先
　

税
務
課
収
納
係
　

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
７
・
２
２
８
）

固
定
資
産
の
縦
覧
と


